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コロナ禍で苦しむ移民・難民の命を守る制度を整えてください 
 
 
 
2021 年３月、名古屋出入国在留管理局の施設に収容されていたスリランカ出身の
ウィシュマ・サンダマリさんは、入管職員から受診を拒否され、苦しみの末に亡く
なりました。 
 
 収容施設の外でも、これと同じことが日常的に起きています。カメルーン出身の
マイさんは、収容中に身体を壊したものの１年間治療されずに放置され、症状の悪
化により収容は解かれたものの、｢仮放免｣の身では健康保険には入れないため、満
足に病院にかかることもできず、３年後にがんのため、41 歳の生涯を終えまし
た。 
 健康保険がなく高額な医療費が負担されない、生命に危険がある状態と診断され
ながら医療機関での受け入れを断られる…。日本には、このような悲惨な状況に置
かれている移民・難民(外国人)がたくさん存在するのです。 
 
 急病となった移民・難民、そしてそれを支える医療機関や民間 NGO による「自
助」「共助」はもはや限界に達しています。国際社会共通の目標で日本も採択して
いる「SDGs」（持続可能な開発目標）では、「すべての人に健康と福祉を」が目
標の一つとされ、「すべての人が、お金の心配をすることなく基礎的な保健サービ
スを受ける」ことが具体的ターゲットとして挙げられています。日本がすべての人
の人権を尊重する社会として成り立つために、そして緊急医療を要する移民・難民
の命とそれを支える医療機関を守るためには、国籍や在留資格を問わず、健康保険
や生活保護の権利を認めることが不可欠ですが、それが達成されるまでの「待った
なし！」の施策として、日本政府に対し、以下の政策の実施を早急に実現するよう
求めます。 
 
１． 
医療を必要とする被仮放免者が、仮放免期間中に医療が受けられるよう、健康
保険に加入できる在留資格を出してください。在留資格が出せない場合であっ
ても、治療を必要とする場合は「被収容者処遇規則」30 条の適用対象を拡大
し、入管庁がその医療費を負担してください。 
 
２.  
健康保険資格を得られない移民難民及びコロナ禍における帰国困難者の医療を
保障するため、未払補填事業の整備拡充を図ってください。 
１）一部の自治体が行っている「外国人未払医療費補填事業」について、ど
こに住んでいても、どの医療機関にかかっても対応できるよう、国全体の制
度として実施してください。また、現在定められている補填の対象を、期



間、補填金額ともに大幅に拡充してください。 
２）国立病院・自治体病院を含む公的病院も未払医療費補填事業の対象とし
てください。 
３）新型コロナウイルスの流行による帰国困難者についても同様の措置を実
施してください。 
４）無料低額診療事業を行う医療機関が、高額な治療費を要する無保険者を
受け入れたときは、医療費の健康保険負担相当分(７割)を補填する仕組みを
作ってください。 
 

３． 
医療機関が、健康保険のない移民・難民の医療費を高額に設定することをやめ
させてください。無保険であっても生活困窮者であれば、一点 10 円で計算さ
れた医療費で治療を受けられるようにしてください。 
 
４． 
日本語を母語としない人が適切な医療を受けられ、医療費や生活の相談ができ
るようにするために、欧米諸国同様の公的医療通訳制度を整えてください。 
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いま、移民・難民の医療現場で起きていること 



 失職して在留資格をなくした技能実習生、生活困窮で授業料が払えず退学となる
日本語学校の学生、重い病に罹患した状態で仮放免されている難民申請者… 
  日本では、在留資格が３か月以下の人、何らかの事情で在留資格を失っている人
は、皆保険制度の対象になりません。医療費の支払いが困難なため、医療機関から
受診を拒否され、あるいは治療が遅れて重篤化し、死に至る人もいます。そして重
症患者の「たらいまわし」が横行し、救急医療の現場は混乱します。重症化した患
者を見るに見かねて受け入れた病院の負担はさらに大きくなります。 
 
 保険がなく医療費の支払いが困難な移民・難民に対しては、これまでも小・中規
模の病院や診療所が、医療者、医療機関としての使命感に立脚し、あるいは無料低
額診療事業を活用しつつ、患者の受け入れに力を尽くしてきました。また、大規模
病院においても、中小の病院では対応できない重症患者について、未収金覚悟で受
け入れる医療機関もありました。そして、医療支援を行う民間 NGO は、高額な医
療費の支払いを抱えた移民・難民を物心両面から支援すべく、必死の努力を重ねて
きました。 
 
 しかし、このような努力に対する公的な支援がこれまで何一つ用意されないま
ま、新型コロナウイルス感染症のまん延が、移民・難民の命を脅かしています。健
康保険のない移民・難民を受け入れる医療機関が急速に減る一方で、海外富裕層を
ターゲットにした「医療ツーリズム」を背景に、民間のみならず公的な医療機関す
らも「外国人」であるというだけで、健康保険のない人の医療費を、診療報酬１点 
10 円計算ではなく、１点 20 円から 50 円につりあげて請求するところが増えてい
ます。  
 EU 加盟国では救急医療が人権であるという認識により、経済的に困窮した移
民・難民に対し在留資格に関わらず緊急医療を提供できる制度の構築を進めていま
す。 
 
 こうした制度を欠いた日本において、海外からの渡航者も含めた移民・難民の急
病患者が、診療忌避によって死亡する事件が起これば、日本は、国籍や在留資格、
そして支払い能力により「いのちを差別する国」として報道され、人権や生命を軽
視する国として、国際的信用を完全に失うことにもなります。少なくとも、病を抱
えた被収容者を、医療保障の手立てを奪ったまま地域に放り出すような「棄民政
策」は、直ちに改められるべきです。 

 ～みなさまのご支援をお願いいたします！～ 
 
 
 

ことばのかいせつ 



仮放免（かりほうめん） 
入管法違反により収容されていた人について、請求により又は職権で一時的に収容
を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置のことです。仮放免となった人は、在留資格
が与えられないため、仕事もできず、健康保険資格も得られず、過酷な生活を強い
られます。 
 
在留資格(ざいりゅうしかく) 
外国人が日本への上陸許可を受けるときに、日本国内での活動を指定するもので
す。「身分系(居住系)」「就労系」、「その他」の３つに分けられます。「就労
系」「その他」の資格は認められる活動の範囲が極めて狭く、失業や病気をきっか
けに在留資格を失う人もいます。 
 
難民申請者（なんみんしんせいしゃ） 
日本の難民認定は出入国在留管理庁が審理しますが、審理期間が長いこと、認定の
範囲が極めて厳しいことが指摘されています。そのため、申請中に適法な在留資格
が与えられず、極限に近い生活困窮下で認定結果を待つ人が多数存在しています。 
 
無料低額診療事業（むりょうていがくしんりょうじぎょう） 
社会福祉法を根拠として、低所得者や生活困窮者、ホームレス、DV 被害者、人身
取引被害者等の医療を受けにくい人に対して、無料もしくは低額な料金で診療を行
う社会福祉事業です。 
 
１点 10 円計算（１てんじゅうえんけいさん） 
すべての医療行為については点数化されており、１点 10 円で計算される診療報酬
が、健康保険から、あるいは公費から医療機関へ支払われます。それ以外の場合は
医療機関が「自由」に設定できることになっています。 
 
医療ツーリズム（いりょうつーりずむ） 
医療の格差を背景に、富裕層などが海外で高度な医療サービスを受ける目的で渡航
することを指します。近年日本では成長戦略の一環として医療ツーリズムの育成政
策が推進されました。しかし、医療の公共性を壊す恐れがあるとして反対する意見
も根強くあります。 
 
外国人未払医療費補填事業(がいこくじんみはらいいりょうひほてんじぎょう) 
健康保険に加入できない外国人の重病人が急増した 1990 年代初めに、医療機関を
救済する目的で作られた地方自治体の制度です。１年以上繰り返し本人に請求して
も支払えない理由がある場合に損失の一部が補填されます。予算化している自治体
は少なく、入院２週間・医療費総額 100 万円以内、国公立病院は対象とならない等
多くの制限があります。 
 
医療通訳（いりょうつうやく） 
患者と医療機関の間でのコミュニケーションを支援することができる専門的な技能
を獲得した通訳者のことです。欧米各国では、患者負担なく医療通訳を確保するこ



とを医療機関側に義務付ける国が多数ですが、日本の場合は、医療通訳は必須の医
療でないとして医療機関が自由に価格を決めて患者に負担を求めてよい、というの
が厚生労働省の見解です。 
 


